
 

令和６年１月２９日 

 

戸田市議会議長 竹 内 正 明 様 

 

提出者  議会改革特別委員会 

委員長  三 浦 芳 一 

 

戸田市議会委員会条例の一部を改正する条例の提出について 

 

上記のことについて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１０９条第６項及

び戸田市議会会議規則第１４条第２項の規定により、裏面のとおり提出します。 

 



 

委員会提出議案第３号 

戸田市議会委員会条例の一部を改正する条例 

戸田市議会委員会条例（昭和４７年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後

の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

（1） 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

（2） 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

（3） 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

第１条～第１５条 （略） 

（開催方法の特例） 

第１５条の２ 委員長は、災害の発生、感染症

のまん延その他やむを得ない理由により委員

を招集することが困難であると認めるとき

は、映像及び音声の送受信により相手の状態

を相互に認識しながら通話をすることができ

る方法（以下「オンライン会議システム」と

いう。）を活用した委員会を開くことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の場合において、委員は、オンライン

会議システムにより出席を希望するときは、

あらかじめ委員長の許可を得なければならな

い。 

 

 

 

 

 

（定足数） 

第１６条 委員会は、委員の定数の半数以上の

委員が出席しなければ会議を開くことができな

い。ただし、第１８条（委員長及び委員の除

斥）の規定による除斥のため半数に達しないと

きは、この限りでない。 

第１７条 （略） 

（委員長及び委員の除斥） 

第１８条 （略） 

第１条～第１５条 （略） 

（開催方法の特例） 

第１５条の２ 委員長は、次の各号のいずれかに該

当する場合は、映像及び音声の送受信により相手

の状態を相互に認識しながら通話をすることがで

きる方法（以下「オンラインによる方法」とい

う。）を活用した委員会を開くことができる。 

 

 

 

(1) 災害の発生、感染症のまん延その他やむを

得ない理由により委員会を開会する場所へ委員

を招集することが困難であると認める場合 

(2) 公務、疾病、看護、介護、出産、配偶者の

出産補助、育児、忌引、災害その他のやむを得

ない理由により委員会を開会する場所への参集

が困難な委員からオンラインによる方法で委員

会への出席希望がある場合 

(3) 前２号に掲げるもののほか、委員長が特に

必要と認める場合 

２ 前項第２号及び第３号の場合において、委員

は、オンラインによる方法により出席を希望する

ときは、あらかじめ委員長の許可を得なければな

らない。 

３ 第１項の規定により委員会に出席した委員は、

委員会に出席したものとみなして、この条例の規

定を適用する。 

４ オンラインによる方法での委員会の開会方法そ

の他必要な事項は、議長が別に定める。 

（定足数） 

第１６条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員

が出席しなければ会議を開くことができない。た

だし、第１８条（委員長及び委員の除斥）第１項

の規定による除斥のため半数に達しないときは、

この限りでない。 

第１７条 （略） 

（委員長及び委員の除斥） 

第１８条 （略） 



 

 

 

 

 

 

 （委員会の公開等） 

第１９条 委員会は、原則これを公開する。た

だし、オンライン会議システムを活用した委

員会を除き、委員会の議決で秘密会とするこ

とができる。 

２ （略） 

第２０条 （略） 

（出席説明の要求） 

第２１条 （略） 

 

 

 

第２２条～第２４条 （略） 

（公述人の決定） 

第２５条 （略） 

２ （略） 

 

 

第２６条・第２７条 （略） 

（代理人または文書による意見の陳述） 

第２８条 （略） 

 

 

（参考人） 

第２９条 （略） 

２ （略） 

 

 

３ （略） 

第３０条・第３１条 （略） 

附 則 （略） 

２ 前項の委員長又は委員が、第１５条の２第２項

の規定による許可を得て、委員会に出席している

ときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の

規定による発言をオンラインによる方法で行うこ

とができる。 

 （委員会の公開等） 

第１９条 委員会は、原則これを公開する。ただ

し、オンラインによる方法を活用した委員会を除

き、委員会の議決で秘密会とすることができる。 

 

２ （略） 

第２０条 （略） 

（出席説明の要求） 

第２１条 （略） 

２ 前項の規定により出席を求められた者は、オン

ラインによる方法で出席するときは、議長を経

て、委員会にその旨を申し出なければならない。 

第２２条～第２４条 （略） 

（公述人の決定） 

第２５条 （略） 

２ （略） 

３ 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出

席することができる。 

第２６条・第２７条 （略） 

（代理人または文書による意見の陳述） 

第２８条 （略） 

２ 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席

する公述人には準用しない。 

（参考人） 

第２９条 （略） 

２ （略） 

３ 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出

席することができる。 

４ （略） 

第３０条・第３１条 （略） 

附 則 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  


